
公共交通人材受入促進支援補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 知事は、県内の交通事業者の運転手等を確保するため、交通事業者に対し、

公共交通人材受入促進支援補助金（以下、「補助金」という。）を交付するものとし、

その交付については、沖縄県補助金等の交付に関する規則（昭和47年沖縄県規則第

102号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによ

る。 

(1) 乗合バス事業者 道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イの一般

乗合旅客自動車運送事業を経営し、沖縄県内で運行する者をいう。 

(2) 航路事業者 離島航路整備法第２条に該当し、沖縄県内に本社を有する航路事

業者及び航路事業者と関連する海事関連事業を経営する者をいう。 

(3) 航空関連事業者 沖縄県内のグランドハンドリング事業又は保安検査事業を

経営する者をいう。 

(4) 公共交通人材 乗合バス事業者、離島航路事業者及び航空関連事業者において

採用するバス運転手、運行管理者、船員、グランドハンドリングを担う者及び保安

検査員等をいう。 

 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）は、地

域住民の日常生活に不可欠な路線、航路又は航空路を運行し、かつ人材不足が課題

となっている、次の各号に定める交通事業者とする。 

 (1) 乗合バス事業者 

 (2) 航路関連事業者 

 (3) 航空関連事業者 

 

 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び上限

額は、別表のとおりとする。 

２ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、令和７年３

月１日から令和８年１月末日までの期間中に、交通事業者が県外から公共交通人材

の受入のために実施する事業とする。 

 

（補助金の算定方法） 

第５条 補助金の交付額は、別表の第１欄に定める補助対象経費の額に同表第２欄の

補助率を乗じた額と同表第３欄及び欄外に定める上限額を比較して少ない額を交付

額とする。ただし、算定したこの場合において、算出された額に千円未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付限度額） 

第６条 知事は、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。 

 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、知事が別に定める日まで

に、交付申請書（第１号様式）に事業計画書を添えて、知事に提出しなければならな



い。 

２ 知事は、前項に規定する申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることが

できる。 

 

（補助金の交付決定） 

第８条 知事は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助対象が適切で

あると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知する。 

 

（交付申請の取下げ） 

第９条 補助金の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）は、補助金

の交付申請を取り下げる場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して

30日以内に、交付申請取下げ書（第２号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の変更交付申請） 

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により内容を変更して補助

対象事業を行う場合は、変更交付申請書（第３号様式）を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（補助金の変更交付決定） 

第11条 知事は、前条の変更申請を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業

が適切であると認めたときは、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知する。 

 

（事業の中止等） 

第12条 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止する場合は、中止（廃止）承認申

請書（第４号様式）を提出し、知事の承認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日（申請した時点で完了している場

合は、交付決定を受けたとき）から起算して30日以内又は１月末日のいずれか早い

日までに、実績報告書（第５号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項に規定する申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることが

できる。 

 

（補助金の額の確定） 

第14条 知事は、前条の規定による実績報告を受けたときは、審査及び必要に応じて

現地調査等を行い、補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第11条

の規定に基づく変更交付を決定した場合は、変更された内容）に適合すると認めた

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第15条 知事は、第12条の補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は

次に掲げる場合には、第８条の交付の決定の内容（第11条の規定に基づく変更交付

を決定した場合は、変更された内容）の全部又は一部を取消し、又は変更することが

できる。 

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合 

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

(3) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合 

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継

続する必要がなくなった場合 

２  知事は、前項の 取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に  



対 す る 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と きは 、 期 限 を 付 し て当 該 補 助 金 の 全 部又

は一部の返還を命 ずるものとする。  

３  知事は、前項の 返還を命ずる場合には、当該取消しに係る部分に対して既  

に交付されていた 補助金に対して、その命令に係る補助金の受領の日か 当  

該 該 返 還 命 令 が な さ れ た 日 ま で の 期 間 に 応 じ て 年 利  10.95 パ ー セ ン ト の

割合で計算した加 算金の納付を併せて命ずるものとする。  

４  第２項に基づく 補助金の返還及び前項の加算金の納付期限は、当該返還命  

令のなされた日か ら起算して 20日以内とし、期限内に納付されない場合に  

は、知事は未納に 係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利   

10.95パーセントの 割合で計算した延滞金を徴するものとする。  

５  知事は、前２項 の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、 

延滞金又は加算金 の全部又は一部を免除することができる。  

 

（補助金の支払） 

第16条 知事は、補助事業者から適正な請求書を受理した日から30日以内に補助金を

支払うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金

請求書（第６号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の経理） 

第17条 補助事業者は、補助対象事業に要する経費について、その収入及び支出を記

載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助対象事

業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存しておかなけ

ればならない。 

                                                                                                                             

（雑則） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する必要な事項は別に定め

る。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年10月６日から施行する。 

２ この要綱は、令和８年３月31日をもって効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き、同日までに交付の決定をした補助金については、同日後もなおその効力を有

する。 

 

 

別表（第４条関係） 

補助対象経費  補助率  上限額  

県外から公共交通人材を受け入れる場合に必要

な渡航費、滞在費及び研修に要する経費 

８／10 400,000円／人 

（注１）消費税及び地方消費税等仕入控除税額は、補助対象経費に含めない。 

（注２）補助対象経費の１人あたりの上限額については、渡航費が７万円、滞在費が

13 万円、研修に要する経費が 30 万円とし、かつ滞在費及び研修に要する経費について

は、30 日分を上限とする。  

 


